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Ⅲ 農業協同組合法関係条文  

 

〔農事組合法人の通則〕  

 【目 的】  

第７２条の４ 農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによ

りその共同の利益を増進することを目的とする。  

 【名 称】  

第７２条の５ 農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければ

ならない。  

② 農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならな

い。  

 【法人格】  

第７２条の６ 農事組合法人は、法人とする。  

 【非課税】  

第７２条の７ 農事組合法人（法人税法第２条第７号に規定する協同組合等に該当する

ものに限る。）が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事

した程度に応じて行った剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、

当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連

結所得 の金額の計算上、損金の額に算入する。  

《参照条文》  

 【法人税法第２条】  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。  

  ７ 協同組合等 別表第３に掲げる法人をいう。  

 【法人税法別表第３ 協同組合等の表・・・・（抄）】  

 

名       称  

 

根 拠 法  

 

 農事組合法人（農業協同組合法第７２条の１０第１項

第２号（農業の経営）の事業を行なう農事組合法人でそ

の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他

これらの性質を有する給与を支給するものを除く。）  

 

 

農業協同組合法  

 

 

 

 

 【住 所】  

第７２条の８ 農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。  

 【登 記】  

第７２条の９ 第９条の規定は、農事組合法人について準用する。  

《参照条文》  

 【農業協同組合法第９条】  

  組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。  

  【組合等登記令第２条】  

  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の

払込みその他設立に必要な手続が終了した日から２週間以内にしなければならない。  

 ② 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。  

  １ 目的及び業務  

  ２ 名称  

  ３ 事務所の所在場所  

  ４ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格  

  ５ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由  
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  ６ 別表の登記事項の欄に掲げる事項  

 

〔農事組合法人の事業〕  

 【事業の範囲】  

第７２条の１０ 農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。  

 １ 農業に係る共同利用施設の設置（当該施設を利用して行う組合員の生産する物資

の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。）又は農作業の共同化に関する事業  

 ２ 農業の経営（その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料とし

て使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業

の経営を含む。）  

 ３ 前２号の事業に附帯する事業  

② 組合員に出資をさせない農事組合法人（以下「非出資農事組合法人」という。）は、 

前項の規定にかかわらず、同項第２号の事業を行うことができない。  

③ 第１項第１号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以

外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以

外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の

総額の５分の１を超えてはならない。  

《参照条文》  

  【農業協同組合法施行規則第２１５条】（農事組合法人の事業）  

  法第７２条の１０第１項第２号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業と

する。  

 １ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売  

  ２ 農業生産に必要な資材の製造  

  ３ 農作業の受託  

 【独占禁止法の適用除外】  

第７２条の１１ 私的独占禁止法第８条第１号及び第４号の規定は、農事組合法人が行

う前条第１項第１号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用

いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価

を引き上げることとなる場合は、この限りでない。  

 【員外従事者の制限】  

第７２条の１２ 第７２条の１０第１項第２号の事業を行う農事組合法人（以下「農業

経営農事組合法人」という。）の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合

員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の３分の２を

超えてはならない。  

 

〔農事組合法人の組合員、管理、設立、解散及び清算〕  

 【組合員たる資格】  

第７２条の１３ 農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者（農業経

営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第１号に掲げる者）で定款で定める

ものとする。  

 １ 農民  

  ２ 組合  

 ３ 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第７条第３号に掲げる事業に係る現

物出資を行った農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２

５年法律第１０１号）第２条第４項に規定する農地中間管理機構をいう。）  

 ４ 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者

又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの  

② 前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第１号の規定による組

合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその
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死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係

においては、農民とみなす。  

③ 農業経営農事組合法人の組合員のうち第１項第４号に掲げる者及び前項の規定によ

り農民とみなされる者の数は、総組合員の数の３分の１を越えてはならない。  

《参照条文》  

 【農業協同組合法施行令第４０条】（農事組合法人の構成員となり得る者）  

  法第７２条の１３第１項第４号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。  

  １ 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受

ける個人  

    ２ 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定

又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契

約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められ

る農林水産省令で定める契約を締結している者  

  【農業協同組合法施行規則第２１６条】（農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると

認められる契約）  

  令第４０条第２号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。  

１ 実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約  

２ 育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約  

 

第７２条の１４ 組合員は、各々１個の議決権を有する。  

② 総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。 

第７２条の１５ 農事組合法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、

その組合員は、議決権を有しない。  

 

 【定款の記載事項】  

第７２条の１６ 農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければな

らない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第１号の事項のうち第２８条第１

項第６号、第８号及び第９号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。  

 １ 第２８条第１項第１号から第６号まで、第８号、第９号、第１１号及び第１２号

に掲げる事項  

 ２ 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定  

② 前項の定款には、第２８条第３項の規定を準用する。  

 《参照条文》  

 【農業協同組合法第２８条】（定款の記載事項）  

  組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、 

非出資組合の定款には、第６号、第８号及び第９号の事項を記載し、又は記録しなく

てもよい。  

 １ 事業  

 ２ 名称  

 ３ 地区  

 ４ 事務所の所在地  

 ５ 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定  

 ６ 出資１口の金額及びその払込みの方法並びに１組合員の有することのできる出資

口数の最高限度  

  ７ 経費の分担に関する規定  

 ８ 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定  

 ９ 利益準備金の額及びその積立ての方法  

  １０ 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定  

 １１ 事業年度  

 １２ 公告の方法（組合が公告（この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する
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方法によりしなければならないものとされているものを除く。）をする方法をい

う。以下同じ。）  

② 前項第１０号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補

者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を

総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。  

③ 組合の定款には、第１項の事項のほか、組合の存続時期を定めたときはその時期を、 

現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並

びにこれに対して与える出資の口数を記載し、又は記録しなければならない。  

 【役 員】  

第７２条の１７ 農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。  

② 農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。 

③ 農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。  

④ 農事組合法人の理事は、その組合員（第７２条の１３第１項第１号の規定による組

合員に限る。第７２条の３４第１項において同じ。）でなければならない。  

⑤ 農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。  

第７２条の１８ 理事が２人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、

農事組合法人の業務は、理事の過半数で決する。  

第７２条の１９ 理事は、農事組合法人の全ての業務について、農事組合法人を代表す

る。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければな

らない。  

第７２条の２０ 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができな

い。  

第７２条の２１ 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、

特定の行為の代理を他人に委任することができる。  

第７２条の２２ 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずる

おそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求によ

り、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。  

第７２条の２３ 農事組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代

表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなけ

ればならない。  

第７２条の２４ 監事は、次に掲げる職務を行う。  

  １ 農事組合法人の財産の状況を監査すること。  

  ２ 理事の業務の執行の状況を監査すること。  

  ３ 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく

不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。  

  ４ 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。  

 【事業報告書等の提出・備置の義務等】  

第７２条の２５ 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出

資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合

法人（以下「出資農事組合法人」という。）にあつては事業報告、貸借対照表、損益

計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。  

② 前項の規定により作成すべきもの（以下この条及び第７２条の２９第１項第３号に

おいて「事業報告等」という。）は、電磁的記録をもつて作成することができる。  

③ 理事は、通常総会の日の１週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、 

かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。  

④ 組合員及び農事組合法人の債権者は、農事組合法人の業務時間内は、いつでも、理

事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な

理由がないのにこれを拒んではならない。  

  １ 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求  

  ２ 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求  
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  ３ 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記

録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  

  ４ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事組合法人の定め

たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求  

⑤ 組合員及び農事組合法人の債権者は、前項第２号又は第４号に掲げる請求をするに

は、農事組合法人の定めた費用を支払わなければならない。  

⑥ 理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報

告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。  

 《参照条文》  

  【農業協同組合法施行規則第２１６条の２】（農事組合法人の決算書類）  

   法第７２条の２５第１項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき

事  

  業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載  

  し、又は記録しなければならない。   

 ２ 法第７２条の２５第１項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人（同項に

規定する出資農事組合法人をいう。以下同じ。）が作成すべき貸借対照表は、当該

出資農事組合法人の財産状態を明らかにするため、各事業年度の末日における全て

の資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、

これらを正しく表示するものでなければならない。   

 ３ 法第７２条の２５第１項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人が作成す

べき損益計算書は、当該出資農事組合法人の損益状況を明らかにするため、各事業

年度における全ての収益とこれに対応する全ての費用とを記載し、又は記録し、組

合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。 

 【農業協同組合法施行規則第２１７条】（電磁的記録）  

  法第７２条の２５第４項第３号に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理

事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる

物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。  

第７２条の２６ 理事は、少なくとも毎年１回、通常総会を開かなければならない。  

第７２条の２７ 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集するこ

とができる。  

② 総組合員の５分の１以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、

理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の５分の１の割合に

ついては、定款でこれと異なる割合を定めることができる。  

第７２条の２８ 総会の招集の通知は、その総会の日の５日前までに、その会議の目的

である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。  

② 総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を

することができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。  

 【総会の決議事項】  

第７２条の２９ 次の事項は、総会の決議を経なければならない。  

 １ 定款の変更  

 ２ 毎事業年度の事業計画の設定及び変更  

 ３ 事業報告等  

② 農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から２週間以内に、変更に係る

事項を行政庁に届け出なければならない。  

 【総会の特別決議事項】  

第７２条の３０ 次の事項は、農事組合法人の総組合員の３分の２以上の多数による決

議を必要とする。  

 １ 定款の変更  

 ２ 農事組合法人の解散及び合併  
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 ３ 組合員の除名  

 【剰余金の配当】  

第７２条の３１ 出資農事組合法人は、損失を埋め、第７３条第２項において準用する

第５１条第１項の利益準備金及び同条第３項の資本準備金を控除した後でなければ、

剰余金の配当をしてはならない。  

② 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の

利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年８分以内に

おいて政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければ

ならない。  

《参照条文》  

 【農業協同組合法施行令第４１条】（払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の

限度）  

  法第７２条の３１第２項の政令で定める割合は、年７分とする。  

 【設 立】  

第７２条の３２ 農事組合法人を設立するには、３人以上の農民が発起人となることを

必要とする。  

② 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をし

なければならない。  

③ 前項の規定による理事の選任については、第７２条の１７第４項の規定を準用する。 

④ 農事組合法人は、成立したときは、成立の日から２週間以内に、登記事項証明書及

び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。  

 【現物出資についての発起人等の責任】  

第７２条の３３ 農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が

当該財産について定款に記載され、又は記録された価額（定款の変更があつた場合に

あつては、変更後の価額）に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当

該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。  

② 農事組合法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額

が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載さ

れ、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当

該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。  

③ 前２項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。  

 【解 散】  

第７２条の３４ 農事組合法人は、第７３条第４項において準用する第６４条第１項の

規定による場合のほか、組合員が３人未満になり、そのなつた日から引き続き６月間

その組合員が３人以上にならなかつた場合においても、その６月を経過した時に解散

する。  

② 農事組合法人は、第７３条第４項において準用する第６４条第１項第２号及び第５

号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から２週間以内に、その旨を行

政庁に届け出なければならない。  

《参照条文》  

  【組合等登記令第７条】  

  組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第８条第２項に規定する

承継があつたことによる解散の場合を除き、２週間以内に、その主たる事務所の所在

地において、解散の登記をしなければならない。  

 【合 併】  

第７２条の３５ 第７３条第４項において準用する第６６条第１項の規定による設立委

員の選任については、第７２条の３０の規定を準用する。  

② 第７３条第４項において準用する第６６条第１項の規定による理事の選任について 

 は、第７２条の１７第４項の規定を準用する。  

③ 農事組合法人は、合併したときは、合併の日から２週間以内に、登記事項証明書（合 



 - 42 - 

併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款）を添えて、

その旨を行政庁に届け出なければならない。  

第７２条の３６ 解散した農事組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の

結了に至るまではなお存続するものとみなす。  

第７２条の３７ 第７３条第４項において準用する第７１条第１項の規定により清算人

となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁

判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任すること

ができる。  

第７２条の３８ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請

求により又は職権で、清算人を解任することができる。  

第７２条の３９ 清算人は、次に掲げる職務を行う。  

  １ 現務の結了  

  ２ 債権の取立て及び債務の弁済  

  ３ 残余財産の引渡し  

② 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ

る。第７２条の４０ 清算人は、その就職の日から２月以内に、少なくとも３回の公

告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしな

ければならない。この場合において、その期間は、２月を下ることができない。  

② 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべ

き旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥するこ

とができない。  

③ 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。  

④ 第１項の公告は、官報に掲載してする。  

第７２条の４１ 前条第１項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債

務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、

請求をすることができる。  

第７２条の４２ 清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないこと

が明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公

告しなければならない。  

② 清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破

産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。  

③ 前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は

権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻す

ことができる。  

④ 第１項の規定による公告は、官報に掲載してする。  

第７２条の４３ 農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。  

② 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。  

③ 農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又

は調査を嘱託することができる。  

④ 行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べるこ

とができる。  

第７２条の４４ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければ

ならない。  

第７２条の４５ 農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、 

その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

第７２条の４６ 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  

第７２条の４７ 裁判所は、第７２条の３７の規定により清算人を選任した場合には、

農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合

においては、裁判所は、当該清算人（監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算

人及び監事）の陳述を聴かなければならない。  
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第７２条の４８ 裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせる

ため、検査役を選任することができる。  

② 前２条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用す

る。この場合において、前条中「清算人（監事を置く農事組合法人にあつては、当該

清算人及び監事）」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとす

る。  

 

〔農事組合法人の組合員〕  

 【出 資】  

第１３条 組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員（以下この章において

「組合員」と総称する。）に出資をさせることができる。  

② 出資組合の組合員は、出資１口以上を有しなければならない。  

③ 出資１口金額は、均一でなければならない。  

④ 出資組合の組合員の責任は、第１７条の規定による経費の負担のほか、その出資額

を限度とする。  

⑤ 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができな

い。  

 【持分の譲渡及び共有禁止】  

第１４条 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すこ

とができない。  

② 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければなら

ない。  

③ 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。  

④ 組合員は、持分を共有することができない。  

 【過怠金】  

第１８条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことがで

きる。  

 【任意脱退】  

第２０条 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退するこ

とができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資

組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求する

ことができる。  

② 非出資組合の組合員は、６０日前までに予告し、事業年度末において脱退すること

ができる。  

③ 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、１

年を超えてはならない。  

④ 第１項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第１４条第１

項及び第２項の規定は適用しない。  

 【当然脱退及び除名】  

第２１条 組合員は、次の事由によつて脱退する。  

 １ 組合員たる資格の喪失  

 ２ 死亡又は解散  

 ３   除名  

② 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれを

することができる。この場合において、組合は、その総会の日の１０日前までにその

組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければなら

ない。  

 １ 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員  

 ２ 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員  
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 ３ その他定款で定める行為をした組合員  

③ 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合

員に対抗することができない。  

 【持分の払戻】  

第２２条 出資組合の組合員は、前条第１項の規定により脱退したときは、定款の定め

るところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。  

② 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定

める。  

 【損失額の払込請求権】  

第２３条 持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足

りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第２１条第１項の規定

により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求すること

ができる。  

 【持分払戻請求権及び損失額払込請求権の時効】  

第２４条 前２条の規定による請求権は、脱退の時から２年間これを行わないときは、

時効によつて消滅する。  

 【持分の払戻の停止】  

第２５条 第２１条第１項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する責務を完済

するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。  

 【出資口数の減少】  

第２６条 出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、そ

の他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、

その出資口数を減少することができる。  

② 前項の場合には、第２２条から第２４条までの規定を準用する。  

第２７条 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、

又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第３号及び第

４号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。  

 １ 氏名又は名称及び住所  

 ２ 加入の年月日及び組合員たる資格の別  

 ３ 出資口数及び出資各口の取得の年月日  

 ４ 払込済みの出資の額及びその払込みの年月日  

② 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。  

③ 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げ

る請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこ

れを拒んではならない。  

  １ 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請

求  

２ 組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録

された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  

  

〔農事組合法人の管理〕  

 【定款等の備え置き等】  

第２９条の２ 理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給

事業実施規程及び農業経営規程（以下「定款等」という。）を各事務所に備えて置か

なければならない。  

② 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げ

る請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこ

れを拒んではならない。  

 １ 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求  
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  ２ 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求  

 ３ 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求  

  ４ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものによ

り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求  

③ 組合員及び組合の債権者は、前項第２号又は第４号に掲げる請求をするには、組合

の定めた費用を支払わなければならない。  

④ 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所（主たる事務

所を除く。）における第２項第３号及び第４号に掲げる請求に応じることを可能とす

るための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第１項の

規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。  

  【組合と役員との関係】  

第３０条の３ 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。  

 【役員の任期】  

第３１条 役員の任期は、３年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、そ

の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨

げない。  

 【理事の忠実義務】  

第３５条の２ 理事（経営管理委員会設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次

項及び第４項において同じ。）は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等

及び総会（経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会）の決議を遵

守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

 【役員の責任】  

第３５条の６ 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損

害を賠償する責任を負う。  

⑧ 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、

これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。  

⑨ 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。

ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したと

きは、この限りでない。  

  １ 理事 次に掲げる行為  

    イ 次条第１項又は第２項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき

重要な事項についての虚偽の記載又は記録  

    ロ 虚偽の登記  

    ハ 虚偽の公告  

⑩ 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員

も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。  

 【役員が欠けた場合の措置】  

第３９条 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任

した役員は、新たに選任された役員（次条第１項の一時理事又は監事の職務を行うべ

き者を含む。）が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠

けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。  

  【延期・続行の決議】  

第４６条の３ 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第４３

条の５及び第４３条の６の規定は、適用しない。  

 【総会の議事録】  

第４６条の４ 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を

作成しなければならない。  

② 理事は、総会の日から１０年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなけれ

ばならない。  
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③ 理事は、総会の日から５年間、第１項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置か

なければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合で

あつて、従たる事務所における次項第２号に掲げる請求に応じることを可能とするた

めの措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。  

④ 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げ

る請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこ

れを拒んではならない。  

 １ 第１項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の

写しの閲覧又は謄写の請求  

  ２ 第１項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に

記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の

請求  

 《参照条文》  

 【農業協同組合法施行規則第１７８条】  

  法第４６条の４第１項の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて

作成しなければならない。  

  ２ 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。  

    一 総会が開催された日時及び場所  

    二   総会の議事の経過の要領及びその結果  

    三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、そ

の意見又は発言の概要  

イ 法第３５条の５第５項及び第３７条の３第１項において準用する会社法第３

４５条第１項  

ロ 法第３５条の５第５項及び第３７条の３第１項において準用する会社法第３

４５条第２項  

ハ 法第３５条の５第５項において読み替えて準用する会社法第３８４条  

二 法第３５条の５第５項において準用する会社法第３８７条第３項  

ホ 法第３７条の３第１項において読み替えて準用する会社法第３９８条第１項  

へ 法第３７条の３第１項において準用する会社法第３９８条第２項  

    四 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名  

    五   総会の議長の氏名  

    六   議事録を作成した理事の氏名  

 【出資１口金額の減少】  

第４９条 出資組合が出資１口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、 

当該出資組合に対し、出資１口の金額の減少について異議を述べることができる。  

② 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、 

定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこ

れを催告しなければならない。ただし、第３号の期間は、１月を下ることができない。

１ 出資１口の金額の減少の内容  

２ 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの  

３ 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨  

③ 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第９

７条の４第２項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第３号のいずれかに

掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要

しない。  

 【債権者の異議】  

第５０条 債権者が前条第２項第３号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出

資１口の金額の減少を承認したものとみなす。  

② 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、

又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を
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営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資１口の金額の減

少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りではない。  

 【準備金の積立及び剰余金の繰越】                     

第５１条 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の１０分

の１（第１０条第１項第３号又は第１０号の事業を行う組合にあつては、５分の１）

以上を利益準備金として積み立てなければならない。  

② 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の２分の１（第１０条第１項第３

号又は第１０号の事業を行う組合にあつては、出資総額）を下つてはならない。  

③ 出資組合は、出資１口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとし

て当該出資組合の組合員に支払った金額及び損失の塡補に当てた金額を超えるとき

は、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。  

④ 合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額について 

 は、農林水産省令で定める。  

⑤ 第１項の利益準備金及び第３項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いて

は、これを取り崩してはならない。  

⑥ 利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備

金をもつてこれに充てることはできない。  

⑦ 出資組合は、第１０条第１項第１号及び第１３号の事業の費用に充てるため、毎事

業年度の剰余金の２０分の１以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。  

 【余剰金の出資払戻への充当】  

第５３条 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるま

では、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。  

 【組合の持分取得等の禁止】  

第５４条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けるこ

とができない。  

《参照条文》  

 【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第７８条】（代表者の行為についての

損害賠償責任）  

  一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加え

た損害を賠償する責任を負う。  

 

〔農事組合法人の設立〕  

 【設立事務の引渡及び出資の第１回の払込】  

第６２条 第５９条第１項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事

に引き渡さなければならない。  

② 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第１

回の払込みをさせなければならない。  

③ 現物出資者は、第１回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなけ

ればならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗

するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。  

 【設立の登記の効力】  

第６３条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成

立する。  

 

〔農事組合法人の解散及び清算〕  

 【解散】  

第６４条 組合は次に掲げる事由によって解散する。  

 １ 総会の決議  

 ２ 組合の合併  
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 ３ 組合についての破産手続開始の決定  

 ４ 存立時期の満了  

 ５ 第９５条の２の規定による解散の命令  

 【みなし解散】  

第６４条の２ 休眠組合（組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から

５年を経過したものをいう。以下この条において同じ。）は、行政庁が当該休眠組合

に対し２月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない

旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その

２月の期間満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合

に関する登記がされたときは、この限りでない。  

② 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の

通知を発しなければならない。  

 【合併の要件】  

第６５条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結

して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。  

④ 組合の合併には、第４９条並びに第５０条第１項及び第２項の規定を準用する。こ

の場合において、第４９条第２項第１号中「出資１口の金額の減少の内容」とあるの

は「合 併をする旨」と、同項第２条中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算

書類」と読 み替えるものとする。  

 【合併の手続】  

第６６条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあ

つては第１２条第１項第１号の規定による組合員（法人にあつては、その役員）、農

業協同組合連合会にあつては同条第２項第１号の規定による会員たる組合の役員の中

から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員（合併によつて設立する組合

が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。）を選任し、その他設立に必要

な行為をしなければならない。  

 【合併登記の効力】  

第６７条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その

主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。  

 【合併による権利義務の継承】  

第６８条 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅し

た組合の権利義務（当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処

分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。  

 【合併の無効に関する商法等の準用】  

第６９条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第８２８条第１項（第７号及び

第８号に係る部分に限る。）及び第２項（第７号及び第８号に係る部分に限る。）、

第８３４条（第７号及び第８号に係る部分に限る。）、第８３５条第１項、第８３６

条から第８３９条まで、第８４３条（第１項第３号及び第４号並びに第２項ただし書

を除く。）並びに第８４６条の規定を、この条において準用する同法第８４３条第４

項の申立てについては、同法第８６８条第６項、第８７０条第２項（第６号に係る部

分に限る。）、第８７０条の２、第８７１条本文、第８７２条（第５号に係る部分に

限る。）、第８７２条の２、第８７３条本文、第８７５条及び第８７６条の規定を、

それぞれ準用する。この場合において、同法第８２８条第２項第７号及び第８号中「株

主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算

人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算

人」と、同法第８３６条第１項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理

委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

 【清算人】  

第７１条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第６４条第７項

第１号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただ
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し、総会において他人を選任したときは、この限りでない。  

 【清算人の職務】  

第７１条の２ 清算人は、次に掲げる職務を行う。  

 １ 現務の結了  

 ２ 債権の取立て及び債務の弁済  

 ３ 残余財産の分配  

第７２条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあ

っては財産目録、出資組合にあっては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方

法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。  

   

《参照条文》  

 【会社法第５０２条】（債務の弁済前における残余財産の分配の制限）  

  清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株

主に分配することができない。  

 【会社法第５０７条】  

  清算株式会社は、清算事務が終了したときは、延滞なく、法務省令で定めるところ

により、決算報告を作成しなければならない。  

 ③ 清算人は、決算報告（前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受

けたもの）を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。  

 

 【農業協同組合法施行規則第２１８条】（決算報告）  

  法第７３条第４項において読み替えて準用する会社法第５０７条第１項の規定によ

り作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。こ

の場合において、第１号及び第２号に掲げる事項については、適切な科目に細分する

ことができる。   

  １ 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額   

  ２ 債務の弁済、清算に係る費用の支払いその他の行為による費用の額   

  ３ 残余財産の額（支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後

の財産の額）   

  ４ 出資一口当たりの分配額   

 ② 前項第４号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 

  １ 残余財産の分配を完了した日   

  ２ 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及

び価額   

 

〔組織変更〕  

 【株式会社等への組織変更】  

第７３条の２ 出資組合（第１０条第１項第３号又は第１０号の事業を行う組合を除く。 

以下この節において同じ。）又は出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社

になることができる。  

第７３条の３ 出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更（以下こ

の節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の

決議により、その承認を受けなければならない。  

② 前項の決議をする場合には、出資組合にあつては第４６条に規定する決議に、出資

農事組合法人あつては第７２条の３０に規定する決議によらなければならない。  

③ 第１項の総会の招集に対する第４３条の６第１項及び第３項並びに第７２条の２８

第１項の規定の適用については、第４３条の６第１項中「１０日前」とあるのは「２

週間前」と、同条第３項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画

の要領」と、第７２条の２８第１項中「５日前」とあるのは「２週間前」と、「会議
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の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」と

する。  

④ 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。  

  １ 組織変更後の株式会社（以下「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、

本店の所在地及び発行可能株式総数  

  ２ 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項  

  ３   組織変更後株式会社の取締役の氏名  

  ４ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項  

イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会

計参与の氏名又は名称  

ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するも

のに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合 組織変更後

株式会社の監査役の氏名  

ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の

会計監査人の氏名又は名称  

 ５ 組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員（以下この章において「組合員等」 

  という。）又は出資農事組合法人の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後 

  株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数） 

  又はその数の算定方法  

  ６ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号

の株式の割当てに関する事項  

  ７ 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする出資組合の組合員等又は

出資農事組合法人の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額

又はその算定方法  

  ８ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号

の金銭の割当てに関する事項  

 ９ 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項  

１０ 組織変更がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）  

１１ その他農林水産省令で定める事項  

⑤ 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第３号に掲げる

事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければなら

ない。  

⑥ 組織変更については、第４８条の２、第４９条並びに第５０条第１項及び第２項の

規定を準用する。この場合において、第４９条第２項第１号中「出資１口の金額の減

少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第２号中「計算書類」とあるの

は「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び余剰金処分案若しくは損失処理案」と

読み替えるものとする。  

 【持分の払戻請求】  

第７３条の４ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、

前条第１項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて

組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から２０日以内に書面

をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資

農事組合法人を脱退することができる。  

②   前項の規定による通知又は請求は、同項の出資組合又は出資農事組合法人の承諾を

得て、電磁的方法により行うことができる。  

③ 第１項の規定による出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の脱退につ

いては、第２２条から第２５条までの規定を準用する。この場合において、第２２条

第２項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものと

する。  

④ 第１項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員
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は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。  

 【株式・金銭の割当て】  

第７３条の５ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員（前

条第１項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同

じ。）は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭

の割当てを受けるものとする。  

② 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事

組合法人の組合員の出資口数に応じてしなければならない。  

③ 前２項の株式の割当てについては、会社法第２３４条第１項から第５項まで、第８

６８条第１項、第８６９条、第８７１条、第８７４条（第４号に係る部分に限る。）、

第８７５条及び第８７６条の規定を準用する。この場合において、同法第２３４条第

２項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必

要な技術的読替えは、政令で定める。  

 

《参照条文》  

 【農業協同組合法施行令第４２条】（株式又は金銭の割当てを受けることができない

者）  

   法第７３条の５第１項の政令で定める者は、法第７３条第１項において準用する法

第２０条第２項の規定により組織変更（法第７３条の３第１項に規定する組織変更を

いう。）前の出資農事組合法人（法第７２条の２５第１項に規定する出資農事組合法

人をいう。）から脱退することとなる組合員とする。  

   

【会社法第２３４条】（１に満たない端数の処理）  

 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する

場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に１株に

満たない端数があるときは、その端数の合計数（その合計数に１に満たない端数がある

場合にあつては、これを切り捨てるものとする。）に相当する数の株式を競売し、かつ、

その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。  

  一 第１７０条第１項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主  

  二 第１７３条第１項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主  

  三 第１８５条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主  

  四 第２７５条第１項の規定による新株予約権の取得 第２３６条第１項第７号イの

新株予約権の新株予約権者  

  五   合併（合併により当該株式会社が存続する場合に限る。）合併後消滅する会社の

株主又は社員  

  六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員  

 七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社

の株主  

  八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主  

２ 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式について

は市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のな

い同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却する

ことができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が２人以上あるとき

は、その全員の同意によってしなけらばならない。  

３ 前項の規定により第１項の株式を売却した場合における同項の規定の適用について 

 は、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。  

４ 株式会社は、第２項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることがで

きる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。  

  一 買い取る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数） 

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額  
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５ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議に

よらなければならない。  

【会社法第８６８条】（非訟事件の管轄）  

 この法律の規定による非訟事件（次項から第６項までに規定する事件を除く。）は、

会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

【会社法第８６９条】（疎明）  

 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しな

ければならない。  

【会社法第８７１条】（理由の付記）  

 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。

ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。  

  一 第８７０条第１項第１号に掲げる裁判  

  二 第８７４条各号に掲げる裁判  

【会社法第８７４条】（不服申立ての制限）  

 次に掲げる裁判に対しては、不服を申立てることができない。  

  四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判（第８７０条第１項第９号及

び第２項第１号に掲げる裁判を除く。）  

【会社法第８７５条】（非訟事件手続法の規定の適用除外）  

 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第４０条及び第５７条第

２項第２号の規定は、適用しない。  

【会社法第８７６条】（最高裁判所規則）  

 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事

項は、最高裁判所規則で定める。  

 

 【持分に対する質権の物上代位】  

第７３条の７ 出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組

合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又

は金銭の上に存在する。  

② 出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日

から２週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知し

なければならない。  

 【組織変更の効力発生日】  

第７３条の８ 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式

会社となる。  

② 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第７３条の３第

４項第１号及び第２号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変

更をしたものとみなす。  

③ 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日

に、第７３条の３第４項第６号に掲げる事項についての定めに従い、同項第５号の株

式の株主となる。  

④ 前３項の規定は、第７３条の３第６項において準用する第４９条並びに第５０条第

１及び第２項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合に 

は、適用しない。  

⑤ 組織変更の効力発生日については、会社法第７８０条の規定を準用する。この場合

において、同条第３項中「この款及び第７４５条」とあるのは「農業協同組合法第４

章第１節」と読み替えるものとする。  

 

《参照条文》  

 【会社法第７８０条】（組織変更の効力発生日の変更）  

  組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。  
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  ２ 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日（変更後の効

力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発

生日）の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。  

  ３   第１項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発

生日とみなして、この款及び第７４５条の規定を適用する。  

 

  【組織変更の登記】  

第７３条の９ 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定める

ところにより、登記をしなければならない。  

 【組織変更の届出】  

第７３条の１０ 出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、 

その旨を行政庁に届け出なければならない。  

 【組織変更に係る書面等の備置】  

第７４条 組織変更後株式会社は、第７３条の３第６項において準用する第４９条並び

に第５０条第１項及び第２項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に

関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から６月間、

本店に備え置かなければならない。  

② 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、 

いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合

においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

  １ 前項の書面の閲覧の請求  

  ２ 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求  

  ３ 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示した

ものの閲覧の請求  

  ４ 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の

定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求  

③ 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第２号又は第４号に掲げる請求をす

るには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。  

 【組織変更の無効の訴え】  

第７５条 組織変更の無効の訴えについては、会社法第８２８条第１項（第６号に係る

部分に限る。）及び第２項（第６号に係る部分に限る。）、第８３４条（第６号に係

る部分に限る。）、第８３５条第１項、第８３６条から第８３９条まで並びに第８４

６条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

 

《参照条文》  

 【会社法第８２８条】（会社の組織に関する行為の無効の訴え）  

  次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張

することができる。  

  六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内  

 ２ 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起するこ

とができる。  

    六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする

会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、

破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者  

  【会社法第８３４条】（被告）  

  次の各号の掲げる訴え（以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称す

る。）については、当該各号に定める者を被告とする。  

六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社  

  【会社法第８３５条】（訴えの管轄及び移送）  

  会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
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の管轄に専属する。  

  【会社法第８３６条】（担保提供命令）  

  会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるも

のについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起

した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設

立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。  

  ２ 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができ

るものについて準用する。  

  ３ 被告は、第１項（前項において準用する場合を含む。）の申立てをするには、原

告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。  

  【会社法第８３７条】（弁論等の必要的併合）  

  同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属する

ときは、その弁論及び裁判は、併合しなければならない。  

  【会社法第８３８条】（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）  

  会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその

効力を有する。  

  【会社法第８３９条】（無効又は取消しの判決の効力）  

  会社の組織に関する訴え（第８３４条第１号から第１２号まで、第１８号及び第１

９号に掲げる訴えに限る。）に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決

において無効とされ、又は取り消された行為（当該行為によって会社が設立された場

合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場

合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。）は、将来に向かってその効力を失う。 

  【会社法第８４６条】（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）  

  会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は

重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負

う。  

 

〔一般社団法人への組織変更〕  

第７７条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人に 

なることができる。  

第７８条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更（以下こ

の節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の

決議により、その承認を受けなければならない。  

② 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。  

 １ 組織変更後の一般社団法人（以下、「組織変更後一般社団法人」という。）の一

般社団法人及び一般社団法人に関する法律第１１条第１項第１号から第３号まで及

び第５号から第７号までに掲げる事項  

 ２ 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項  

 ３ 組織変更後一般社団法人の理事の氏名  

 ４ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項  

  イ 組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 組織変更後一般

社団法人の監事の氏名  

    ロ 組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 組織変更

後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称  

 ５ 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所  

 ６ 組織変更がその効力を生ずる日  

 ７ その他農林水産省令で定める事項  

 



 - 55 - 

〔監 督〕  

 【報告の徴取】  

第９３条 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、当該組合若しくは農事組合法人

が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、

信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知

るために必要な報告を徴し、又は組合若しくは農事組合法人に対し、その組合員（組

合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員をいう。以下同じ。）、

役員、使用人、事業の分量その他組合若しくは農事組合法人の一般的状況に関する資

料であつて組合若しくは農事組合法人に関する行政を適正に処理するために特に必要

なものの提出を命ずることができる。  

 【業務又は会計の状況の検査】  

第９４条  

② 行政庁は、組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政

庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施

規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組

合又は農事組合法人の業務又は会計の状況を検査することができる。  

 【違法行為に対する処置】  

第９５条 行政庁は、第９３条の規定による報告を徴した場合又は第９４条の規定によ

る検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法

令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、

宅地等供給事業実施規定若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合

又は農事組合法人に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることがで

きる。  

② 組合又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、

業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。  

 【行政庁による解散命令】  

第９５条の２ 次の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずるこ

とができる。  

 １ 組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業

を行つたとき。  

 ２ 組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から１年を経過

してもなおその事業を開始せず、又は１年以上事業を停止したとき。  

 ３ 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第１項の命

令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。  

第９５条の３ 行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、 

又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報

に掲載することができる。  

②   前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から２０日を経過した日に

その効力を生ずる。  

 【所管行政庁】  

第９８条 この法律中「行政庁」とあるのは、第６８条（第７３条第４項において準用

する場合を含む。）及び第７０条第１項の場合を除いては、都道府県の区域を越える

区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同

組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県

知事（第１０条第１項第３号又は第１０号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業

に関する第９４条第３項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の

要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県

知事）とする。  
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